
一般社団法人  パブリックサービス
地域の暮らしに貢献♪長島ダムで働きませんか

求 人

TEL 052-228-8162（担当：長谷川） saiyo@giaps.or.jpお問い合わせ
仕事内容：軽微なパソコン入力など、ダム周辺の点検　●未経験者歓迎 私たちと一緒に

働きませんか?

1
確
定
申
告
の
会
場
・
期
間
等

会
場
名
：
島
田
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

歩
歩
路（
ぽ
ぽ
ろ
）２
階
多
目
的
ホ
ー
ル

住
所
：
島
田
市
本
通
３
丁
目
６
番
の
１

開
設
期
間
：
２
月
16
日
㈪
か
ら
３
月

16
日
㈪
ま
で（
土・日・祝
除
く
）

★
２
月
10
日
㈫
か
ら
２
月
13
日
㈮
ま
で

の
期
間
は
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
説
明
会

と
な
り
ま
す
。

開
設
時
間
：
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

（
受
付
終
了 

午
後
４
時
）

2
会
場
の
留
意
事
項

▶

確
定
申
告
会
場
で
は
、基
本
的
に
ご

自
身
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（※

）を

利
用
し
た
ス
マ
ホ
申
告
を
し
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、ご
来
場
の
際
は
、マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
ほ
か
、源
泉
徴
収
票

な
ど
の
申
告
書
作
成
に
必
要
な
書
類

を
ご
用
意
願
い
ま
す
。

（※

）マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
発
行
時

に
設
定
し
た
次
の
パ
ス
ワ
ー
ド
が
両
方

と
も
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、パ
ス
ワ
ー

ド
の
有
効
性
と
有
効
期
限
の
満
了
日

を
事
前
に
確
認
の
上
、ご
準
備
を
お
願

い
し
ま
す
。

①
署
名
用
電
子
証
明
書

　（
英
数
字
６
文
字
〜
16
文
字
）

②
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書

　（
数
字
４
桁
）

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

（
注
）マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
暗
証
番

号
は
コ
ン
ビ
ニ
の
キ
オ
ス
ク
端
末（
マ
ル

チ
コ
ピ
ー
機
）で
初
期
化・再
設
定
が
で

き
ま
す
。

▶

確
定
申
告
会
場
へ
の
入
場
に
は「
入

場
整
理
券
」が
必
要
で
す
。「
入
場
整

理
券
」は
、確
定
申
告
会
場
で
の
当
日

配
布
又
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
を
使
っ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
事
前
発
行
の
二
つ

の
方
法
で
配
布
し
て
い
ま
す（
入
場
整

理
券
の
配
布
状
況
に
応
じ
て
、後
日
の

来
場
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
）。

▶
確
定
申
告
会
場
に
無
料
駐
車
場
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、公
共
交
通
機
関
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▶

な
お
、開
設
期
間
中
は
税
務
署
で
の

確
定
申
告
の
相
談
は
行
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。

3
島
田
税
務
署
で
の
申
告
相
談
の
事

前
予
約
に
つ
い
て

　
下
記
の
表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

相
談
申
込
用
電
話
番
号

☎
０
５
４
７
（
３
７
）
３
１
２
４

【
問
】島
田
税
務
署

　
　
☎
０
５
４
７（
３
７
）３
１
２
４

　
　（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

島
田
税
務
署
か
ら

確
定
申
告・申
告
相
談
の
お
知
ら
せ

令和８年１月から３月の島田税務署での申告相談について

※２月10日㈫から３月16日㈪までの期間は、島田市地域交流センター歩歩路でのみ申告相談を行っており、島田税務署では行っておりません
　のでご注意ください。
※２月10日㈫から２月13日㈮までの期間は、住宅ローン控除等の説明会となります。
※確定申告会場に無料駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
※開設期間中は税務署での確定申告の相談は行っておりません。

期間（土・日・祝を除く） 場  所 相談申込方法

１月５日㈪～２月９日㈪

２月10日㈫～３月16日㈪

３月17日㈫以降

島田税務署

島田地域交流センター
歩歩路

島田税務署

入場整理券（国税庁LINEアプリによる事前発行分
のみ）又は電話による事前予約が必要です。

電話による事前予約が必要です。

入場整理券（国税庁LINEアプリによる事前発行分
又は当日配布分）が必要です。
島田税務署では申告・申告相談は行っておりません。

国税庁
確定申告書等
作成コーナー

作成コーナー

国税庁
動画で見る
確定申告

確定申告 動画

国税庁
チャットボット

国税庁
ＬＩＮＥ公式
アカウント
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